
R3.3.29 参考資料6-32

（第4回専門部会 参考資料6-32）

推進協議会　第3回総会

新型コロナウイルス感染症対策に係る障害福祉サービス等への支援（令和２年度）

【事業所向け】

事業内容 対象事業者等 対象期間

ウイルス性感染症等の感染拡大を防止するための、多床
室の個室化改修工事に係る経費を補助する。
※障害者（児）施設整備費補助

障害者支援施設、障害児支援施設、共
同生活援助事業所、短期入所事業所、
宿泊型自立訓練事業所

令和２年１月16日から
令和３年３月31日まで

施設・事業所における感染対策の徹底を図るため、衛生
用品の確保や施設・事業所等の消毒に必要な以下の経費
を補助する。
１ 衛生用品等の緊急調達事業
（1）防護服の購入
（2）簡易陰圧装置の設置
（3）換気設備の設置
２ 施設等衛生環境改善事業
感染者が発生した施設・事業所の消毒委託経費

１ 障害者支援施設、福祉型障害児入
所施設、医療型障害児入所施設、短期
入所
２ 療養介護、生活介護、短期入所、
障害者支援施設、自立訓練、就労移行
支援、就労継続支援、共同生活援助、
福祉型障害児入所施設、医療型障害児
入所施設、児童発達支援、医療型児童
発達支援、放課後等デイサービス

令和２年４月１日から
令和３年１月31日まで
（原則）

1  サービス継続支援事業
サービス継続に必要なかかり増し経費(衛生資材費、人
件費など)を補助する。
2  連携支援事業
利用者受入れに係る連絡調整に係る経費、職員の応援派
遣に係る経費を補助する。

障害福祉サービス等施設・事業所（※
１）
（交付対象となる補助事業ごとに補助
対象事業所・施設が異なる）

令和２年１月15日から
令和３年３月31日まで

新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、ま
た障害福祉分野におけるＩＣＴ機器活用による生産性向
上の取組を促進するため、都内に所在する訪問系の障害
福祉サービス等を提供する事業所におけるＩＣＴの導入
に必要な費用の一部を補助し、安全・安心な障害福祉
サービスの提供等を推進する。

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、
行動援護又は重度障害者等包括支援

令和２年４月１日から
令和３年３月31日まで

事業名

障害者支援施設等の多床室の
個室化に要する改修

障害福祉サービス等の衛生管
理体制確保支援等事業

障害福祉サービス等提供体制
の継続支援事業

ICT機器活用による障害者居宅
介護事業所等支援事業



障害福祉サービス施
設・事業所等における
感染対策徹底支援事業

障害福祉サービス施設・事業所等が、感染症対策を徹底
した上で、障害福祉サービス等を提供するために必要と
なるかかり増し経費を助成する。

障害福祉サービス施設・事業所等（※
１）
（交付対象となる補助事業ごとに補助
対象事業所・施設が異なる）

令和２年４月１日から
令和３年３月31日まで

障害福祉サービス施
設・事業所等に勤務す
る職員に対する慰労金
の支給事業

障害福祉サービス施設・事業所等での集団感染の発生状
況を踏まえ、相当程度心身に負担がかかる中、強い使命
感を持って、業務に従事していることに対し、慰労金を
給付する。

障害福祉サービス施設・事業所等（※
１）、重度障害者等包括支援事業所、
地域生活支援事業（※２）
（対象期間中に10日以上勤務した者が
対象）

令和２年１月24日から
令和２年６月30日まで

障害福祉サービス再開
に向けた支援事業

障害児者やその家族等の健康や生活を支える上で不可欠
な在宅障害福祉サービス等の利用再開に向けた利用者へ
の働きかけや環境整備等の取組について、次の1及び2
の支援を行う。
1 在宅サービス事業所による利用者への再開支援への
助成事業
2 在宅サービス事業所、計画相談支援事業所及び障害
児相談支援事業所における感染症対策徹底に向けた環境
整備への助成事業

障害福祉サービス事業所等（※３）
令和２年４月１日から
令和３年３月31日まで

障害者支援施設等において新型コロナウイルス感染症の
集団感染が発生した場合に備え、施設間の連携による職
員の応援派遣体制を東京都全体で確保する。

障害者支援施設、福祉型障害児入所施
設

令和２年９月８日から
令和３年３月31日まで
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障害者支援施設等における新
型コロナウイルス感染症の集
団発生時の職員応援派遣体制
の確保事業



障害者支援施設等が施設内での利用者の療養に備え必要
な準備や感染症対策を行うに当たり、感染防止対策に係
る専門的な助言等を受けられる体制を確保する。（施設
向け感染防止対策研修、巡回訪問の実施等）

障害者支援施設、障害児入所施設
令和２年９月８日から
令和３年３月31日まで

感染症拡大等により、生産活動が相当程度減収している
事業所等に対し、その生産活動の再起に向けて必要とな
る費用を助成する。

就労継続支援Ａ型事業所、就労継続支
援Ｂ型事業所。
ただし以下の要件の事業所は対象外
・令和２年４月１日以降指定された事
業所
・他の経営支援策（持続化給付金、家
賃支援給付金等）を受けている事業所

令和２年４月１日から
令和３年３月31日まで

感染者が発生した場合の影響の大きい障害者支援施設や
障害児入所施設を対象とし、PCR検査などの感染症対策
を実施した場合の経費を都独自に支援する。

障害者支援施設、障害児入所施設
令和２年10月８日から
令和３年３月31日まで

※１ 障害福祉サービス施設・事業所等
生活介護、療養介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、就労定着支援、児童発達
支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、短期入所、障害者支援施設、共同生活援助、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、居
宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、自立生活援助、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、計画相談支援、障害児相談支援、地域移
行支援及び地域定着支援

※２ 地域生活支援事業（障害福祉サービスに準じる事業）
区市町村事業：地域活動支援センター、日中一時支援、盲人ホーム、福祉ホーム、移動支援事業、訪問入浴サービス、障害者相談支援事業、基幹相談
支援
都道府県事業：盲人ホーム、福祉ホーム、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業

※３ 障害福祉サービス事業所等
生活介護、療養介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、就労定着支援、児童発達
支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、短期入所、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、自立生活援助、保育所等訪問支援、
居宅訪問型児童発達支援及び地域移行支援

障害者支援施設等の感染防止
対策のための専門的相談・支
援事業

就労系障害福祉サービス等の
機能強化事業
（うち東京都就労継続支援事
業所生産活動活性化支援事
業）

障害者支援施設等における新
型コロナウイルス感染症対策
強化事業



新型コロナウイルス感染症対策に係る障害福祉サービス等への支援（令和２年度）

【区市町村向け】

事業名 事業内容 対象 対象期間

臨時休業に伴う放課後
等デイサービスの支援

新型コロナウイルスの感染拡大防止のための特別支援学校等の臨時休業
に伴う、放課後等デイサービスの利用増に伴い追加的に生じた利用者負
担等を補助する。

区市町村
令和２年４月１日
から令和３年３月
31日まで

在宅障害等に対する安
否確認等支援事業

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、在宅生活を強いられ
ている障害者等について、相談支援専門員等の専門職による個別訪問等
により現状把握を実施し、緊急的な相談の受付及び情報提供等を行う。

都道府県及び
区市町村

令和２年４月１日
から令和３年３月
31日まで

在宅要介護者の受入体
制整備事業

在宅で障害者を介護する家族等が新型コロナウイルス感染症にり患した
場合においても、介護が必要な障害者が住み慣れた地域で生活の継続が
でき、り患した家族等が安心して療養に専念できる環境を整えるため、
要介護障害者が緊急一時的に利用できる宿泊施設等の確保や支援員等を
配置するなど、受入体制を整備する区市町村を支援することにより、在
宅で生活する要介護障害者や家族等に対する新型コロナウイルス感染症
への対策を講じる。

区市町村

令和２年４月１日
から令和３年３月
31日まで
※補助対象期間の
うち、令和２年９
月３日以前の経費
は、９月３日以降
事業を継続してい
る場合のみ対象



新型コロナウイルス感染症対策に係る障害福祉サービス等への支援（令和２年度）

【その他】

事業名 事業内容 対象 対象期間

新型コロナウイルス
感染症に係る聴覚障
害者の意思疎通支援
体制の強化

新型コロナ受診相談窓口（帰国者・接触者電話相
談センター）又はかかりつけ医に相談した結果、
新型コロナ外来（帰国者・接触者外来）の受診が
必要だと判断された聴覚障害者に対し、遠隔手話
サービスを提供する。

都内在住の聴覚障害者で、新型コロナ
ウイルスの感染が疑われ、「新型コロ
ナ外来（帰国者・接触者外来）」の受
診が必要と判断された方

令和２年４月28
日から令和３年
３月31日まで
（予定）

宿泊施設滞在者専用
ストレス電話相談事
業

 都が実施する宿泊施設での療養及び健康観察の
対象となっている者に対し、感染していることへ
の不安や宿泊施設において長期間にわたる生活を
送ることに対するストレス等の悩みを軽減できる
体制を確保するため、「宿泊施設滞在者専用スト
レス電話相談」を設置し、専門相談員（精神科医
師、公認心理師等）による相談を実施する。

※7/1以降は都立（総合）精神保健福祉センター
「こころの電話相談」を案内

宿泊施設での療養及び健康観察の対象
となっている者等

令和２年４月27
日から令和２年
６月30日まで

就労系障害福祉サー
ビス等の機能強化事
業
（うち障害者就業・
生活支援センター
（生活支援）機能強
化事業）

活動自粛や休業等の影響により在宅生活が長く
なった障害者に対するきめ細かな生活支援を実施
するため、障害者就業・生活支援センターの生活
支援体制を強化する。

障害者就業・生活支援センター（生活
支援事業）

令和２年４月１
日から令和３年
３月31日まで



新型コロナウイルス
感染症緊急包括支援
事業（医療分）

１ 設備整備費等補助事業
新型コロナウイルス感染症疑い患者を診療する精
神科救急医療を担う医療機関の設備整備費等を支
援し、院内感染を防止する。
２  支援金支給事業
新型コロナウイルス感染症の感染拡大と収束が反
復する中で、院内感染防止対策を講じながら一定
の診療体制を確保するための支援を行うことで、
精神科救急医療体制を確保する。

精神科二次救急指定医療機関のうち、
新型コロナウイルス感染症疑い患者を
診療する医療機関として、都が登録す
る医療機関

令和２年４月1日
から令和３年３
月31日まで

新型コロナウイルス
感染症対応研修

【研修テーマ】
今やっておくべき精神科病院における新型コロナ
ウイルス感染症対応
【プログラム】
1 講義（オンデマンド配信、10/24～11/8）
2 質疑応答・意見交換（Zoomによるライブ配
信、10/24のみ）

都内精神科病院に従事する職員
令和２年10月24
日から令和２年
11月８日まで

精神科身体合併症医
療事業（新型コロナ
ウイルス感染症対
策）

精神科病院に入院中の患者で、新型コロナウイル
ス感染症患者又は感染が強く疑われる患者が発生
した場合、都立病院等で受け入れを実施する。

１ 精神科病院の入院患者で、ＰＣＲ
検査の結果が陽性となった者
２ 精神科病院の入院患者で、新型コ
ロナウイルス感染症が強く疑われる者

令和２年４月１
日から令和３年
３月31日まで


